
横芝光町告示第７２号

収納代行事業者の指定について

地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第１５８条により、下記のものを

収納代行事業者に指定したので、横芝光町財務規則（平成１８年横芝光町規則

第４９号）第５１条第２項の規定により告示します。

令和８年４月１日

横芝光町長 佐 藤 晴 彦

１ 収納代行事業者の氏名又は名称及び住所

・株式会社さとふる

東京都中央区京橋二丁目２番１号 京橋エドグラン１３階

・株式会社トラストバンク

東京都品川区上大崎三丁目１番１号

・ＡＮＡあきんど株式会社

東京都中央区日本橋２丁目１４番１号 フロントプレイス日本橋

・株式会社ＪＡＬＵＸ

東京都港区港南１丁目２番７０号 品川シーズンテラス１２階

・楽天グループ株式会社

東京都世田谷区玉１丁目１４番１号

・株式会社アイモバイル

東京都渋谷区渋谷三丁目２６番２０号 関電不動産渋谷ビル８階

２ 収納代行事業者に納付させる歳入の内容

ふるさと納税ポータルサイトを利用して納付される横芝光町への寄附金

３ 収納代行事業者に納付させる期間

令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで


